
ファイル名:0-0 表紙（四半期報告書）宝より 更新日時:2016/07/28 13:27:00 印刷日時:16/07/28 13:27 

 

 

四 半 期 報 告 書 
 

(第９期第１四半期) 

 

株式会社足利ホールディングス 

 



ファイル名:0-1 表紙（中表紙）四半期報告書 更新日時:2016/07/28 13:27:00 印刷日時:16/07/28 13:27 

 

 

 
 

四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 

 

 

○○○ 
 



ファイル名:0-2 目次（四半期報告書） 更新日時:2016/07/28 13:27:00 印刷日時:16/07/28 13:27 

目      次 

 

頁 
【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………２ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………３ 

１ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………３ 

２ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………３ 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………５ 

第３ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………９ 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………９ 

２ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………10 

第４ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………11 

１ 【四半期連結財務諸表】…………………………………………………………………………12 

２ 【その他】…………………………………………………………………………………………19 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………20 

 

四半期レビュー報告書 

 

確認書 



  

  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年８月８日 

【四半期会計期間】 第９期第１四半期(自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日) 

【会社名】 株式会社足利ホールディングス 

【英訳名】 Ashikaga Holdings Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 松 下 正 直 

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目１番２５号 

【電話番号】 (028)622－8411(代表) 

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清 水 和 幸 

【 寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目１番２５号 

【電話番号】 (028)622－8411(代表) 

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清 水 和 幸 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 

－1－



第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  
(注) １．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．第１四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当た

り四半期(当期)純利益金額は減少しないので、記載しておりません。 

４．自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末新株予約権－(四半期)期末非支配株主持

分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

  
２ 【事業の内容】 

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

  

 

  
平成27年度 

第１四半期連結累計期間
平成28年度 

第１四半期連結累計期間 
平成27年度 

  
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日)

(自  平成28年４月１日 
至  平成28年６月30日) 

(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日)

経常収益 百万円 28,705 27,647 102,474 

経常利益 百万円 10,297 9,923 30,356 

親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

百万円 7,707 6,411 － 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

百万円 － － 22,452 

四半期包括利益 百万円 5,320 5,840 － 

包括利益 百万円 － － 19,315 

純資産額 百万円 290,942 309,003 303,105 

総資産額 百万円 6,082,248 6,357,335 6,106,037 

１株当たり四半期純利益金額 円 23.12 19.24 － 

１株当たり当期純利益金額 円 － － 67.37 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 － － － 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 － － － 

自己資本比率 ％ 4.78 4.86 4.96 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

株式会社常陽銀行と当社との経営統合に関する 終合意について 

当社は、株式会社常陽銀行（頭取 寺門一義、以下、「常陽銀行」といい、当社と常陽銀行を併せ、以下、「両

社」といいます。）との間で平成27年11月2日に締結した株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）の方法

による経営統合（以下、「本経営統合」といいます。）の実施に関する基本合意書に基づき、平成28年４月25日に

開催したそれぞれの取締役会において、両社の株主総会の承認および関係当局の認可等を得られることを前提とし

て、株式交換による経営統合を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約書（以下、「本株式交換契約書」とい

います。）を締結しました。また同時に、当社、常陽銀行および株式会社足利銀行（以下、「足利銀行」といいま

す。）の間で経営統合契約書を締結いたしました。その内容につきましては、以下のとおりであります。 

なお、平成28年6月28日に開催された両社の定時株主総会において、株式交換契約は承認されております。 

  
１．本経営統合の目的 

両社の統合によって新たに誕生する新金融グループは、常陽銀行と足利銀行が長年にわたり築いてきたお客さま

とのリレーション、地域への深い理解を維持・深化させながら、経営統合により形成される広域ネットワーク等を

活かし、総合金融サービスの進化と業務効率化を実現してまいります。 

これにより、地域のリーディングバンク同士の融合でしかなしえない、より利便性が高く、質の高い総合金融サ

ービスを提供いたします。また、地域振興・創生のけん引役としての持続的成長と株主・市場の期待に応える企業

価値の向上を図るとともに、役職員の活躍機会の拡大と職務への誇り・喜びを高めるなど、各ステークホルダーか

ら高い評価が得られるグループを目指してまいります。さらに、こうした目指す姿を共有できる他の地域金融機関

にも開かれた金融グループとしてまいります。 
  

２．本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容（株式交換比率） 

(1) 本株式交換の方法 

本経営統合は持株会社方式によるものとし、早期の経営統合を図る観点から、既に持株会社体制となってい

る当社を新しい金融グループの持株会社として活用いたします。 

具体的には、両社の株主総会において本経営統合に必要な事項の承認が得られること、および本経営統合を

行うにあたり必要となる関係当局の認可等が得られることを前提として、常陽銀行が当社と株式交換を行うと

ともに、当社は、株式会社めぶきフィナンシャルグループ（以下、「めぶきフィナンシャルグループ」といい

ます。）に商号変更します。 

本経営統合の日程は、以下のとおりです。 

  平成27年11月２日     基本合意書締結 

  平成28年３月31日     両社の定時株主総会に係る基準日 

  平成28年４月25日     両社の取締役会決議、本株式交換契約書および経営統合契約書の締結 

  平成28年６月28日     両社定時株主総会開催 

  平成28年９月27日（予定） 常陽銀行の株式の 終売買日 

  平成28年９月28日（予定） 常陽銀行の上場廃止日 

  平成28年10月１日（予定） 本株式交換効力発生日 

なお、上記日程は、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両社が協議し合

意の上、これを変更することがあります。 
  

(2) 本株式交換に係る割当ての内容（株式交換比率）  

（注）1．株式交換に係る割当ての詳細 

常陽銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式1.170株を割当て交付いたします。 

本株式交換により、常陽銀行の株主に交付される当社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じ

た場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分

に応じた金額をお支払いいたします。 

なお、上記株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じもしくは判明した場合に

は、両社で協議の上、変更することがあります。 

（注）2．本経営統合により、当社が交付する新株式数（予定） 

普通株式：845,758,343株 

 

会社名 常陽銀行 当社 

株式交換比率 1.170 1 
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上記は、常陽銀行の平成28年３月31日時点における普通株式の発行済株式総数（766,231,875株）

を前提として算出しております。但し、株式交換の効力発生時点の直前時（以下、「基準時」といい

ます。）までに、常陽銀行は、保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、常陽銀行の平成

28年３月31日時点における自己株式数（43,361,496株）は、上記の算出において、新株式交付の対象

から除外しております。 

なお、常陽銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、常陽銀行の平成28年３月31日

時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社の交付する新株式数が変動することが

あります。 

（注）3．単元未満株式の取扱いについて 

本経営統合が実現された場合、株式交換により、１単元（100株）未満の当社の普通株式（以下、

「単元未満株式」といいます。）の割当てを受ける常陽銀行の株主の皆さまにつきましては、その保

有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。

そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆さまは、会社法第192条第１項の規定にもと

づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、

会社法第194条第１項および定款の規定にもとづき、当社が売渡しの請求に係る数の自己株式を有し

ていない場合を除き、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株

式を売り渡すことを請求することが可能です。 
  

(3) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  

本株式交換に際し、常陽銀行が発行している各新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含み

ます。）については、当該新株予約権の内容および株式交換比率を踏まえ、基準時における各新株予約権者に

対し、その所有する各新株予約権に代わる当社の新株予約権を割当て交付いたします。 

また、当社は常陽銀行が発行している新株予約権付社債に係る債務を承継いたします。なお、同債務に対し

て、常陽銀行は保証を行う予定です。 

  
３．本経営統合後の持株会社（当社）の概要 

  

商号 
株式会社めぶきフィナンシャルグループ 
（英文名称 Mebuki Financial Group, Inc.） 

本店の所在地 

東京都中央区八重洲二丁目７番２号 
（注）めぶきフィナンシャルグループの本社機能は、専任者および足利銀行または常陽

銀行の兼任者によって構成され、栃木県宇都宮市および茨城県水戸市に設置いたし
ます。 
なお、足利銀行本店（栃木県宇都宮市）および常陽銀行本店（茨城県水戸市）の

所在地に変更はありません。 

代表者および取締
役の就任予定 

代表取締役社長 寺門 一義 （現 常陽銀行 取締役頭取） 

代表取締役副社長 松下 正直 （現 足利ホールディングス 取締役兼代表執
行役社長 兼 足利銀行 取締役頭取） 

取締役 村島 英嗣 （現 常陽銀行 常務取締役） 

取締役 加藤 潔 （現 足利銀行 専務取締役） 

取締役 笹島 律夫 （現 常陽銀行 常務取締役） 

取締役 清水 和幸 （現 足利ホールディングス 執行役経営企画
部長 兼 足利銀行 常務取締役） 

取締役 西野 英文 （現 常陽銀行 常務執行役員） 

取締役（監査等委員） 寺門 好明 （前 常陽銀行 監査役） 

取締役（監査等委員） 小野 訓啓 （現 足利ホールディングス 取締役） 

取締役（監査等委員） 菊池 龍三郎 （前 常陽銀行 社外取締役） 

取締役（監査等委員） 永沢 徹 （現 足利ホールディングス 社外取締役） 

取締役（監査等委員） 清水 孝 （現 早稲田大学大学院会計研究科教授） 

（注）取締役（監査等委員）菊池 龍三郎、永沢 徹および清水 孝は、会社法第2条第15
号に定める社外取締役です。 

資本金の額 117,495百万円 

純資産の額 現時点では確定しておりません。 

総資産の額 現時点では確定しておりません。 

決算期 ３月31日 

事業の内容 
銀行持株会社（銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
およびこれに付帯関連する一切の業務） 
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４．本株式交換の当事会社の概要（平成28年3月31日時点） 

  
  
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

（経済環境） 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が高い水準を維持するなか、設備投資に持ち直し

の動きがみられたほか、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が続きました。栃木県経済におきま

しても、設備投資の底堅さや雇用環境の改善等を背景に、総じて緩やかな回復となりました。 

金融情勢をみますと、10年物国債利回りはマイナス金利での推移が続きました。期初には対米ドルで1ドル111

円台だった為替相場は、1ドル103円台まで円高が進みました。株式相場は日経平均株価が1万7千円台を回復する

局面もありましたが、期末には1万5千円台となりました。 

（経営成績） 

このような金融経済環境のもと、当第１四半期連結累計期間における経常収益は、貸出金利息や有価証券利息

配当金の減少等により、前年同期比10億57百万円減少の276億47百万円となりました。 

経常費用は、資金調達費用や営業経費の減少等により、前年同期比6億84百万円減少の177億23百万円となりま

した。 

この結果、経常利益は前年同期比3億73百万円減少の99億23百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前

年同期比12億95百万円減少の64億11百万円となりました。 

（財政状態） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比2,512億円増加の6兆3,573億円となり、負債は前

連結会計年度末比2,453億円増加の6兆483億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末比58億円増加の

3,090億円となりました。 

このうち、主要な科目につきましては、貸出金が、法人向け貸出や地方公共団体向け貸出の減少等により、前

連結会計年度末比680億円減少の4兆1,670億円となりました。有価証券は前連結会計年度末比42億円増加の1兆

3,010億円となりました。預金は、個人預金・法人預金ともに増加しましたが、季節的要因による公金預金の減

少から前連結会計年度末比206億円減少の5兆1,860億円となりました。譲渡性預金は前連結会計年度末比1,107億

円増加の2,856億円となりました。 

 

名称 株式会社常陽銀行 

所在地 茨城県水戸市南町二丁目５番５号 

代表者 取締役頭取 寺 門 一 義 

事業内容 銀行業 

資本金 85,113百万円 

設立年月日 昭和10年7月30日 

発行済株式数 766,231千株 

決算期 3月31日 

総資産（連結） 9,258,701百万円 

純資産（連結） 592,070百万円 

預金残高（単体） 81,033億円 

貸出金残高（単体） 59,127億円 

従業員数（連結） 3,709人 

店舗数(出張所含む) 179か店 

大株主および持株比率 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.78% 

日本生命保険相互会社 3.28% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.06% 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3.02% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 2.42% 
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①  国内・国際業務部門別収支 

当第１四半期連結累計期間の資金運用収支は、前第１四半期連結累計期間比15億88百万円減少し、181億22百

万円となりました。役務取引等収支は、前第１四半期連結累計期間比3億42百万円減少し、32億91百万円となり

ました。その他業務収支は、前第１四半期連結累計期間比1億20百万円減少し、6億74百万円となりました。  
  

(注) １．「国内」「海外」の区分に替えて、「国内業務部門」「国際業務部門」で区分しております。 

国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 

２．相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。 

  

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

資金運用収支 
前第１四半期連結累計期間 19,248 461 － 19,710 

当第１四半期連結累計期間 17,675 446 － 18,122 

うち資金運用収益 
前第１四半期連結累計期間 20,368 677 △47 20,998 

当第１四半期連結累計期間 18,357 781 △23 19,115 

うち資金調達費用 
前第１四半期連結累計期間 1,119 215 △47 1,287 

当第１四半期連結累計期間 682 334 △23 993 

役務取引等収支 
前第１四半期連結累計期間 3,618 15 － 3,634 

当第１四半期連結累計期間 3,282 9 － 3,291 

うち役務取引等 
収益 

前第１四半期連結累計期間 5,186 33 － 5,219 

当第１四半期連結累計期間 4,905 32 － 4,938 

うち役務取引等 
費用 

前第１四半期連結累計期間 1,567 17 － 1,585 

当第１四半期連結累計期間 1,622 23 － 1,646 

その他業務収支 
前第１四半期連結累計期間 706 88 － 794 

当第１四半期連結累計期間 527 146 － 674 

うちその他業務 
収益 

前第１四半期連結累計期間 738 88 － 826 

当第１四半期連結累計期間 835 146 － 982 

うちその他業務 
費用 

前第１四半期連結累計期間 32 － － 32 

当第１四半期連結累計期間 307 － － 307 
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②  国内・国際業務部門別役務取引の状況 

当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益合計は、前第１四半期連結累計期間比2億81百万円減少し、49億

38百万円となりました。役務取引等費用合計は前第１四半期連結累計期間比60百万円増加し、16億46百万円とな

りました。なお、国内業務部門が役務取引等収支の太宗を占めております。  
  

(注)  国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引でありま

す。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 

  

③  国内・国際業務部門別預金残高の状況 

○  預金の種類別残高(末残) 
  

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

３．国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社及び連結子会社の外貨建取引であり

ます。ただし、円建対非居住者取引及び特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 
  

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

役務取引等収益 
前第１四半期連結累計期間 5,186 33 － 5,219 

当第１四半期連結累計期間 4,905 32 － 4,938 

うち預金・貸出 
業務 

前第１四半期連結累計期間 1,229 － － 1,229 

当第１四半期連結累計期間 1,298 － － 1,298 

うち為替業務 
前第１四半期連結累計期間 1,199 32 － 1,232 

当第１四半期連結累計期間 1,204 31 － 1,235 

うち証券関連業務 
前第１四半期連結累計期間 1,406 － － 1,406 

当第１四半期連結累計期間 893 － － 893 

うち代理業務 
前第１四半期連結累計期間 640 － － 640 

当第１四半期連結累計期間 853 － － 853 

うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前第１四半期連結累計期間 49 － － 49 

当第１四半期連結累計期間 47 － － 47 

うち保証業務 
前第１四半期連結累計期間 31 － － 31 

当第１四半期連結累計期間 36 － － 36 

役務取引等費用 
前第１四半期連結累計期間 1,567 17 － 1,585 

当第１四半期連結累計期間 1,622 23 － 1,646 

うち為替業務 
前第１四半期連結累計期間 214 3 － 217 

当第１四半期連結累計期間 216 4 － 220 
 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

預金合計 
前第１四半期連結会計期間 5,080,681 15,420 － 5,096,101 

当第１四半期連結会計期間 5,166,539 19,512 － 5,186,052 

うち流動性預金 
前第１四半期連結会計期間 3,199,870 8,942 － 3,208,812 

当第１四半期連結会計期間 3,322,184 10,180 － 3,332,364 

うち定期性預金 
前第１四半期連結会計期間 1,814,552 6,477 － 1,821,030 

当第１四半期連結会計期間 1,796,695 9,331 － 1,806,027 

うちその他 
前第１四半期連結会計期間 66,258 － － 66,258 

当第１四半期連結会計期間 47,659 － － 47,659 

譲渡性預金 
前第１四半期連結会計期間 276,518 － － 276,518 

当第１四半期連結会計期間 285,651 － － 285,651 

総合計 
前第１四半期連結会計期間 5,357,200 15,420 － 5,372,620 

当第１四半期連結会計期間 5,452,191 19,512 － 5,471,703 
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④  国内・国際業務部門別貸出金残高の状況 

○  業種別貸出状況(末残・構成比) 
  

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

研究開発活動について、該当事項はありません。 

  

 

業種別 
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 4,101,113 100.00 4,167,096 100.00 

製造業 504,510 12.30 491,133 11.79 

農業，林業 9,992 0.24 11,225 0.27 

漁業 544 0.01 497 0.01 

鉱業，採石業，砂利採取業 5,760 0.14 5,342 0.13 

建設業 131,515 3.21 133,644 3.21 

電気・ガス・熱供給・水道業 40,337 0.98 42,683 1.02 

情報通信業 40,368 0.98 19,192 0.46 

運輸業，郵便業 101,815 2.48 102,761 2.47 

卸売業，小売業 388,763 9.48 385,883 9.26 

金融業，保険業 153,639 3.75 145,096 3.48 

不動産業，物品賃貸業 388,829 9.48 490,016 11.76 

その他サービス業 354,149 8.64 300,730 7.22 

国・地方公共団体 486,995 11.88 455,120 10.91 

その他 1,493,885 36.43 1,583,761 38.01 

特別国際金融取引勘定分 － － － － 

政府等 － － － － 

金融機関 － － － － 

その他 － － － － 

合計 4,101,113 ―― 4,167,096 ―― 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

   

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 990,000,000 

計 990,000,000 
 

種類 
第１四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成28年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成28年８月８日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 333,250,000 333,250,000 
東京証券取引所 
（市場第一部） 

完全議決権であり、権利
内容に何ら限定のない標
準となる株式。 
単元株式数は100株。 

計 333,250,000 333,250,000 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成28年６月30日        ― 333,250 ― 117,495 ― 25,276 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

① 【発行済株式】 

  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

 

    平成28年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式  

333,246,200 
3,332,462 

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 
 普通株式 

3,800 
― １単元(100株)未満の普通株式 

発行済株式総数 333,250,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,332,462 ― 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

  

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自平成28年４月１日 至平

成28年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自平成28年４月１日 至平成28年６月30日)に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

 

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

資産の部     

  現金預け金 437,509 745,583 

  コールローン及び買入手形 414 7,176 

  買入金銭債権 7,627 7,157 

  商品有価証券 3,596 3,152 

  有価証券 ※2  1,296,769 ※2  1,301,001 

  貸出金 ※1  4,235,174 ※1  4,167,096 

  外国為替 4,377 6,287 

  リース債権及びリース投資資産 － 164 

  その他資産 34,277 32,955 

  有形固定資産 24,424 24,766 

  無形固定資産 78,601 76,918 

  退職給付に係る資産 10,446 11,005 

  繰延税金資産 584 587 

  支払承諾見返 12,913 12,785 

  貸倒引当金 △40,679 △39,304 

  資産の部合計 6,106,037 6,357,335 

負債の部     

  預金 5,206,700 5,186,052 

  譲渡性預金 174,878 285,651 

  コールマネー及び売渡手形 78,000 55,145 

  債券貸借取引受入担保金 25,263 168,123 

  借用金 251,726 293,924 

  外国為替 282 210 

  その他負債 46,266 39,782 

  役員賞与引当金 57 － 

  役員退職慰労引当金 311 － 

  睡眠預金払戻損失引当金 858 830 

  偶発損失引当金 464 509 

  ポイント引当金 134 120 

  繰延税金負債 5,074 5,196 

  支払承諾 12,913 12,785 

  負債の部合計 5,802,932 6,048,332 

純資産の部     

  資本金 117,495 117,495 

  資本剰余金 29,025 29,025 

  利益剰余金 113,594 120,063 

  株主資本合計 260,115 266,584 

  その他有価証券評価差額金 48,527 44,005 

  繰延ヘッジ損益 △3,951 △4 

  退職給付に係る調整累計額 △1,585 △1,581 

  その他の包括利益累計額合計 42,990 42,418 

  純資産の部合計 303,105 309,003 

負債及び純資産の部合計 6,106,037 6,357,335 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

  

 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

経常収益 28,705 27,647 

  資金運用収益 20,998 19,115 

    （うち貸出金利息） 13,957 13,441 

    （うち有価証券利息配当金） 6,804 5,536 

  役務取引等収益 5,219 4,938 

  その他業務収益 826 982 

  その他経常収益 ※1  1,660 ※1  2,611 

経常費用 18,407 17,723 

  資金調達費用 1,287 993 

    （うち預金利息） 567 325 

  役務取引等費用 1,585 1,646 

  その他業務費用 32 307 

  営業経費 14,146 13,914 

  その他経常費用 ※2  1,355 ※2  861 

経常利益 10,297 9,923 

特別損失 29 11 

  固定資産処分損 3 11 

  固定資産圧縮損 25 － 

税金等調整前四半期純利益 10,268 9,912 

法人税、住民税及び事業税 1,444 1,763 

法人税等調整額 1,116 1,736 

法人税等合計 2,560 3,500 

四半期純利益 7,707 6,411 

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,707 6,411 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

  

 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

四半期純利益 7,707 6,411 

その他の包括利益 △2,387 △571 

  その他有価証券評価差額金 △3,144 △4,521 

  繰延ヘッジ損益 651 3,946 

  退職給付に係る調整額 105 4 

四半期包括利益 5,320 5,840 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 5,320 5,840 

  非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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【注記事項】 

(会計方針の変更) 

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下、

「回収可能性適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する

会計処理の方法の一部を見直しております。 

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項（4）に定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項（3）①から③に該当する定めを適

用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との

差額を、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及びその他の包括利益累計額に加算しております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金負債が1,557百万円減少し、利益剰余金が1,557

百万円増加しております。 

  
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

銀行業を営む連結子会社の有形固定資産（リース資産除く）の減価償却方法は、従来、定率法を採用しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しております。 

当社は平成28年10月に株式会社常陽銀行との統合を予定しており、持株会社グループ内での会計処理方法の統一の

検討を契機として、銀行業を営む連結子会社の有形固定資産の使用方法を検討しました。 

その結果、銀行業を営む連結子会社の営業店舗及び事務機器等は長期安定的に使用され、その経済的便益の消費

パターンは存続期間を通じて概ね一定であるため、使用実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、

経営の実態をより適切に反映するものと判断いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ149百万円増加しております。 

  
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

当社及び銀行業を営む連結子会社は、平成28年５月27日開催の報酬委員会において、平成28年６月28日開催の定

時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止すること、および、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議

いたしました。 

同制度廃止に伴い「役員退職慰労引当金」を取り崩し、当第１四半期連結会計期間末現在の未払額127百万円を

「その他負債」に含めて計上しております。 

  

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

  

※２．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額は

次のとおりであります。 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

破綻先債権額 1,704百万円 1,880百万円 

延滞債権額 69,914百万円 70,446百万円 

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円 

貸出条件緩和債権額 20,340百万円 18,615百万円 

合計額 91,959百万円 90,942百万円 
 

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成28年６月30日) 

63,410百万円 65,988百万円 
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(四半期連結損益計算書関係) 

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。 

  

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。 

  

(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日 至  平成27年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

 

  
  
  

前第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年６月30日) 

貸倒引当金戻入益 1,094百万円 1,026百万円 

償却債権取立益 101百万円 105百万円 

株式等売却益 358百万円 1,341百万円 
 

  
  
  

前第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年６月30日) 

貸出金償却 294百万円 299百万円 

株式等売却損 978百万円 417百万円 
 

  
  
  

前第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年６月30日) 

減価償却費 839百万円 689百万円 

のれんの償却額 1,550百万円 1,550百万円 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月13日 
取締役会 

普通株式 1,499 4.50 平成27年３月31日 平成27年６月４日 利益剰余金
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月13日 
取締役会 

普通株式 1,499 4.50 平成28年３月31日 平成28年６月８日 利益剰余金
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 ３．株主資本の著しい変動 

  

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社グループは、銀行業務を中心とした総合的な金融サービスを提供しております。また、当社の取締役会やグ

ループ経営会議は、グループにおける経営資源の配分を決定し、業績を評価しております。なお、当社グループが

営む銀行業務以外の事業については重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(金融商品関係) 

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

  

 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高（百万円） 117,495 29,025 113,594 260,115 

 会計方針の変更による累積的影 
 響額 

－ － 1,557 1,557 

会計方針の変更を反映した当期首
残高 

117,495 29,025 115,151 261,672 

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額（累計） 

        

 剰余金の配当 － － △1,499 △1,499 

 親会社株主に帰属する四半期純 
 利益（累計） 

－ － 6,411 6,411 

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額（累計）合計 

－ － 4,912 4,912 

当第１四半期連結会計期間末残高 
（百万円） 

117,495 29,025 120,063 266,584 
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(有価証券関係) 

※１．企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも

のは、次のとおりであります。 

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

  

その他有価証券 

前連結会計年度(平成28年３月31日) 

  

当第１四半期連結会計期間(平成28年６月30日) 

(注) １．四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第１四半期連結会計期間末前１カ月の市場価格

の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第１四半期連結会計期間末日

における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 

２．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得

原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対

照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間(連結会

計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。 

前連結会計年度における減損処理額は、36百万円（うち、債券36百万円）であります。 

当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、3百万円（うち、株式3百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50％以上下落し

た銘柄は全て、30％以上50％未満下落したものは、個別に時価の回復可能性を判断し、回復の可能性

が合理的に説明できるもの以外の銘柄について減損処理するものとしております。 

  

 

  取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 21,195 47,225 26,030 

債券 703,624 734,599 30,974 

国債 260,457 278,758 18,300 

地方債 243,646 251,967 8,320 

社債 199,520 203,873 4,353 

その他 412,374 423,594 11,219 

 うち外国債券 156,610 159,095 2,485 

合計 1,137,194 1,205,419 68,225 
 

  取得原価(百万円) 
四半期連結貸借対照表 

計上額(百万円) 
差額(百万円) 

株式 20,972 43,103 22,130 

債券 642,027 670,211 28,183 

国債 209,329 223,246 13,916 

地方債 233,733 242,760 9,026 

社債 198,963 204,204 5,240 

その他 484,816 496,415 11,598 

 うち外国債券 168,100 172,406 4,305 

合計 1,147,816 1,209,729 61,912 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、次のとおりであります。 

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式を調整した計算により１株当たり四半

期純利益金額は減少しないので、記載しておりません。 

   

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  
  
２ 【その他】 

平成28年５月13日開催の取締役会において、平成28年３月31日現在の株主名簿に記載された株主に対し、次の

とおり期末配当を行うことを決議いたしました。 

  

 

    
前第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年６月30日) 

(1)１株当たり四半期純利益金額 円 23.12 19.24 

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 7,707 6,411 

普通株主に帰属しない金額 百万円 － － 

普通株式に係る親会社株主に 
帰属する四半期純利益 

百万円 7,707 6,411 

普通株式の期中平均株式数 千株 333,250 333,250 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期 
  純利益金額 

円 － － 

(算定上の基礎)       

親会社株主に帰属する四半期純利益 
調整額 

百万円 － － 

普通株式増加数 千株 － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要 

  － － 

 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たりの金額 
（円） 

支払請求権の効力発生日
及び支払開始日 

平成28年５月13日 
取締役会 

普通株式 1,499 4.50 平成28年６月８日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成２８年８月３日

株式会社 足利ホールディングス 

  取  締  役  会   御 中 

  

  

  

  

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社足利ホ

ールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４ 

月１日から平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社足利ホールディングス及び連結子会社の平成28年６月30 

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

有限責任監査法人 ト ー マ ツ 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員   

  公認会計士    木  村    充  男    ㊞ 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員   

  公認会計士    山    口    圭    介    ㊞ 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員   

  公認会計士    松    浦    竜    人    ㊞ 
 

  

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年８月８日 

【会社名】 株式会社足利ホールディングス 

【英訳名】 Ashikaga Holdings Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 松 下 正 直 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目１番２５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表執行役社長 松下正直は、当社の第９期第１四半期（自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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